
一 般 質 問 発 言 通 告 書 平成２２年２月１６日 
午      時      分受理 
平成２２ 年２月１６ 日 

  小川町議会議長 千野寿政様 
                                小川町議会議員  柳田多恵子 印 
  小川町議会会議規則第６０条により次のとおり通告します。 

質     問     の     要     旨 答弁を求める者 
質問事項１ 安心して子どもを育てるために町が

取るべき施策について 
 
（１）子ども達に安全で安心おいしい給食を提供するため

には、外部委託など行わないこと、町の農業政策の一環と

して地場産米や野菜を取り入れた地産地消の推進、食育へ

の取り組みなど学校給食の果たす役割について様々な角

度から要望、提言を行ってきました。今議会では会計処理

について伺います。 
近年学校給食を私会計から公会計に移行する自治体が

増えてきています。どのような理由からでしょうか。県内

の状況、公会計に移行することへの町の見解をうかがいま

す。 
（２）経済状況が依然として厳しい中、住宅ローンや教育

費の負担が子育て世帯の家計を直撃しています。こんな時

だからこそ、医療費の心配なく医者に安心してかかれる施

策が必要であり、子育て支援の大きな柱として子ども医療

費の無料化と窓口払い廃止について再三再四取り上げて

来ました。 
子ども医療費無料化については、昨年の６月から中学校

卒業まで実施されました。現在、窓口払いの廃止をすすめ

た自治体が７０自治体中４７自治体。滑川町が次年度から

窓口払い廃止に踏み切るという情報も得ており、４７から

さらに広がるものと推察しています。  
ある方が写真を撮ってきてくださいました。病院窓口付

近に、東松山市民は子ども医療費の窓口での支払いは不要

という趣旨の張り紙を撮ったものです。医者に行くたび

に、近隣の東松山市、川島町との子育て支援に対する格差

を実感しているということです。 
笠原町長においては大きな節目を迎えられると思いま

すが、「当面は見送るべき」との考えは変わりませんか。 

 



（３）資格証発行世帯の高校生への短期被保険者証の交付

が４月から行われます。一つの前進ではありますが、医療

にかかることができるようになっても、窓口で支払いがで

きない。そのために医者にかかること自体をやめる。「貧

困」はそこまで広がっています。子ども医療費無料化を高

校生まで広げることについてご見解は。 
（４）小川町次世代育成支援行動計画・後期行動計画（案）

について現在、パブリックコメントを募集しています。議

会の中で取り上げてきた課題に一定の前進があることは

評価させていただきます。その中で病児・病後児保育につ

いて実施時期も含め具体的な青写真をうかがいます。 
（５）１２月議会で新型フルエンザ予防ワクチン接種が町

独自で助成が行われることとなりました。現在執行率はど

のくらいでしょうか。今後の動向と次年度に向けてはどう

考えますか。   
またヒブワクチンの早期定期予防接種化を求める意見

書が議会の総意として全会一致で国に提出されました。一

刻も早く国の責任で実現することを希望しますが、自治体

独自の助成について全国的にはどのような状況ですか。小

川町として独自助成をどう考えるのかうかがいます。 
 
質問事項２ 公契約条例について 
 

公共工事や委託事業の入札では一般に予定価格に対し

て落札額が低ければ低い程、財政負担が軽くなるなど低落

札を歓迎する向きもあります。しかし一方で低入札が品質

の確保を困難にするばかりでなく労働者のくらしを成り

立たせなくする状況を作っていく、いわゆる官制ワーキン

グプアを生み出している現実があります。 
野田市が公契約条例を制定し全国から注目を浴びてい

ます。条例制定も含め小川町はどう考えますか。 
 

質問事項３ 介護保険について 
 

昨年の介護保険改正の際、準備基金を取り崩し保険料の

値上げを行わないこと、さらに値下げも可能であると述べ

てきました。 

厚生労働省は、介護給付費準備基金について、「被保険

者は死亡、転居等により保険料を納めた保険者の被保険者

でなくなる場合があること」などから「本来は当該基金が

 



造成された期における被保険者に還元されるべきもの」

（平成２０年１２月２５日厚生労働省介護保険課）とし

て、「現在残高を有する保険者にあっては、これを出来る

限り取り崩すものとし・・・」（平成２１年１月２１日全

国厚生労働関係部局長会議）としています。小川町の取り

崩し率は５９％でした。 

保険料は単年度であっても値下げをすることは可能で

す。昨年の１２月議会で介護保険準備基金残高をうかがい

ました。２億５００万円ということでした。準備基金は、

全額６５歳高齢者からとりすぎた介護保険料であり、保険

料軽減に使うべきではないか。さらに、他の町村で実施し

ている利用料の減免を行うべきではないかと考えますが、

ご見解をうかがいます。 

 

質問事項４ 交通手段の確保 
交通手段の確保は高齢者のみなさんや免許や車を持た

ない方たちの生活を支援するために重要な施策であるこ

と、特に高齢者にとっては保健予防、介護予防とも関連す

る施策です。医療費、介護給付費の節減の波及効果ともリ

ンクするもので、住民要望も高く、高齢者福祉施策として

重要な位置づけにあると議会で何度も取り上げてきまし

た。 

財政的な問題や交通環境が後退するのではないかなど

様々なハードルが出されました。しかし、住民要望をどう

実現するか知恵と力を発揮することが行政に求められて

いるのではないでしょうか。デマンド型バス（タクシー）

は新たに実施に向けて取り組む自治体も増えています。小

川町においての取り組み状況をうかがいます。  
 

 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 
 

 


